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情報共有の目的

o 新gTLDポリシーとポリシー策定のスケジュール

o 中間報告書に関しての共有とパブリックコメント期間について

o 別途進んでいる議論中の内容
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第62回ICANNパナマシティミーティングについて
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第62回ICANNパナマシティミーティングは、
ポリシーフォーラムという意味で、ポリシー策
定に集中するテーマである。

6月25日～28日まで開催されて1,113人が参加
した。主に以下の案件について議論が行われた。
o GDPRとWHOISの課題： 短期間でのポリ

シー策定
o 新gTLDポリシー策定：中間報告書と未着手

の課題

パナマシティに関する印象：
o 南アメリカと北アメリカをつなげる国として、とても深い歴史がある
o 回りのラテンアメリカの国々から多くの方々が集まっている
o サッカーに対する熱狂的なファンが多い
o 雨がよく降る
o 猫も多い



ポリシー策定の作業トラック1-4について
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新gTLDのポリシー策定の経緯

o 2012年にICANNが新gTLDプログラムを開始して、インターネット上に1,200件以上の
TLD（トップレベルドメイン）が増えた。

o New gTLD Subsequent Procedures Policy Development Working Group（次回新
gTLD申請受付ポリシー策定のワーキンググループ）が2015年Q4より開始され、2012
年の新gTLDプログラムの基となるGNSOの新gTLDポリシーに対する議論を行い、今後
の新gTLD申請受付に向けて必要な調整があるかどうか、レビューを行う。内容に関す
る議論を行い、変更や改善の方向性を決めていく予定である。以降の申請受付は、この
ワーキンググループが決めるポリシーに従う考え方である。

o 現在までの実績としては
❑ ワーキンググループは、効率的な議論を行うため、5つの作業トラック（Work 

Track・WT)に分かれ、現在までそれぞれ協議が進んできた。
❑ ICANNコミュニティと一般人からのフィードバックを求めるため、CC1とCC2 

(Community Comment)を実施し、レビュー済みである。
❑ ワーキンググループは、中間報告書（Initial Report）をパブリックコメント中に

リリースした。
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中間報告書について

o 2018年7月にワーキンググループは、中間報告書（Initial Report）をリリースした。中
間報告書は、議論対象の内容に関する仮の解決案とレコメンデーションをまとめる。そ
の中、40件の課題があり、各課題の今後の方向性に関する質問事項もある。

o 中間報告書の内容は、第62回ICANNパナマシティミーティングまで議論をしてきた作業
トラック1～4の対象課題である。
❑ 作業トラック１：全体の申請の流れ、申請サポートと新gTLD申請に関するアウト

リーチ
❑ 作業トラック２：法的及び規則的な課題
❑ 作業トラック３：文字列対立、異議申し立て、または紛争
❑ 作業トラック４：多言語ドメインネーム及び技術的と業務的な課題

o 地理的名称をTLDとしての新gTLD申請に関する課題は、作業トラック５にて議論されて
おり、別のスケジュールで進んでいる。
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PDPの対象議論内容



パブリックコメントについて

o パブリックコメントとは、誰でも現時点の解決案、質問事項、またはその他の議論中の
内容に関して投稿できる期間である。2018年9月26日までコメントを受付予定である。

o 当期間中に提出されたコメントはすべてワーキンググループがレビューする。それに基
づいて最終報告書（Final Report）の内容を固めていく。
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対象課題と質問事項
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例として、以下のような内容に対してコメントすることが可能である。

o 新gTLDを申請するための受付は開催されるべきかどうか？

o 申請料金は、変えるべきかどうか？申請料金をより高くすべきかどうか？最低限
の費用を設けるべきかどうか？

o 独占運用の一般名称のgTLD（運用者しか使用できない）に関する意見がある
か？公益のための運用であれば、使わせてもいいと思うか？

o 2012年の新gTLDプログラムにてTLDの不法占拠行為が行われたかどうか？TLD
の使用に対する定義を採択すべきかどうか？

o 新gTLDの申請に対するICANNの判断をチャレンジ（上訴）するための手続きが
あるべきかどうか？

o ブランドTLD（ブランドの商標名にて申請されたTLD）は、ドメインネームを登
録するためにレジストラを使用しなくてもいいかどうか？



別途議論中の課題について
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ICANN62では、中間報告書のスケジュールについての共有、また現在まで進んで
いなかった以下の課題を中心に議論しました。ICANN62以降、ワーキンググルー
プは、引き続きこの課題を議論しており、内容に関する解決案と質問事項について
中間報告書の補足をする予定である。

o Auctions: Mechanism of Last Resort

o Auctions: Use of Private Auctions

o Role of Application Comment

o Change Requests

o Registrar Support for New gTLDs



12

ポリシー策定のタイムライン

出典：ICANN

現在



作業トラック5：Geographic Names at the Top Level
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Geographic Names at the Top Levelについて
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Geographic Names at the Top Levelとは、TLDレベルで地理的名称と一致する新gTLD
の申請に対するルールと扱いのことである。

2007年
GNSOが地理的名称
を異議申立手続き
を制定することで利
害関係者の利益を
保護すると決定。

2011年
ICANN理事会は
AGBにGNSOポリ
シーと異なる地
理的名称を定義。

2013年
申請手続き中に
AGBと異なる扱い
が採用される。結
果として、.amazon
などが中止に。

2014年から2017
年までトップレベ
ルで国名・地域
名のCCWGが行
われたが、結果
的に合意に至ら
なかった。

2017年
ICANN59から現在
に至り、引き続き
次回新gTLDポリ
シー策定中。



現在のWT5の概要
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作業トラック5は地理的名称としての新gTLDの申請と運用に関わる条件を議論する
ためのサブグループです。注目度が高い課題であり、2017年から議論してきてい
ます。現在の内容として以下のものがある。

o 2-Character ASCII Strings（2文字のASCII文字列）とCountry and Territory 
Names（国名や地域名申請扱い）に関するレコメンデーションをまとめている。

o Non-Capital City Names（首都以外の都市名）に関する原則を固めてきている。

o 申請ガイドブックのカテゴリを増やしたい希望があるようです。以前に定義され
なかったカテゴリや名称を追加するための提案をレビュー中である。

o 翌数カ月内にグループは、最終決定を固める要望である。
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